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及び 通報連絡網

【岐阜県防災モニター】 電話・FAX等による通報

◎資格 提出様式　　（様式１，1-1）

　・公共土木施設等の整備 防災点検パトロール記録（正）

や維持管理などについて
専門的の知識・経験を持
ち、心身ともに健康で、無
報酬で公共土木施設等の
損傷及び危険箇所の情報
収集並びに通報活動が可
能な者

処理結果報告

◎活動内容

 ○防災点検パトロール実施
公共施設の破損等発見 活動状況・処理結果等報告

改良案、災害申請等提案

　・自宅又は勤務地近辺等 登録・抹消申請
の公共土木施設等の損
傷状況など情報を自主的 TEL:
に、あるいは事務局からの 活動要請 FAX:
要請に応じて施設管理者 防災モニター名簿作成・配布 E-mail:
に通報する。

　・岐阜県が管理する公共 様式提出　　（様式１，1-1）

土木施設等をモニター活 防災点検パトロール記録（副）

動の対象とする。 ※副は写真等送付の資料を省略したもので可 TEL:
FAX:

　　・事務局への活動報告

§１．岐阜県防災モニター制度
〔１〕防災モニター制度のしくみ

【県土整備部道路維持課】
技術課長補佐　（市町村道担当）

現地調査・対策

＜飛騨地区以外＞

流 域 浄 水 事 務 所

ＴＥＬ・ＦＡＸ　通報先参照

情報提供

企画部

（公財）岐阜県建設研究センター

【公共土木施設管理者】

【岐阜県防災モニター事務局】

ボランティア保険
社会福祉協議会

土 木 事 務 所

（下呂・高山・古川土木管内）

kikaku@gifu.crcr.or.jp
0584-81-1352
0584-81-1332

飛騨支所
＜飛騨地区＞

0577-33-1111 (438)
0577-33-4385

活
動
状
況
・
処
理
結
果
報

加
入

活動・処理状況問

い合わせ・確認
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〔２〕防災モニターとその活動 

１．防災モニター 

(1) 定義 

岐阜県防災モニター（以下「防災モニター」という。）とは、公共土木施設等の整備や維持管理などにつ

いて専門的な知識・経験を持ち、ボランティアとして無報酬で公共土木施設等の損傷情報の収集を行い、通

報活動が出来る者で、岐阜県防災モニター事務局（以下「事務局」という。）に登録された方をいいます。 

 

(2) 登録の手続き 

事務局に所定の手続きにより登録申請をして下さい。登録内容を変更し、または取り消そうとする場合も

同様とします。事務局は登録申請を受け付け、防災モニターとして登録します。 

 

(3) 登録出来る方 

公共土木施設等の整備や維持管理などの建設行政に長年携たり、一定の知識・経験を有する方で、岐阜県

内に在住あるいは勤務し、心身ともに健康で自己の責任において可能な範囲でボランティアとして無報酬で

活動に参加でき、かつ施設管理者と協調して活動できる方です。 

 

２．防災モニターの活用 

施設管理者は、防災モニターの活用に関する協定を事務局と締結することにより、この制度の活用を開始

することができます。平成 12 年 4 月に岐阜県基盤整備部建設管理局長及び都市整備局長と協定を締結して

います。 

 

３．防災モニターの活動 

(1)  活動 

防災モニターは、自主的に、あるいは事務局から要請があった場合に、可能な範囲で岐阜県が管理する公

共土木施設等の損傷状況を施設管理者に通報して下さい。また、管理施設の改善提案を積極的に行って下さ

い。 

 

(2) 活動地区 

自宅又は勤務地周辺等で登録の際「活動できる地区」「要請があれば活動可能な地区」とした地区です。 

 

(3)  損傷状況の通報及び提案事項調書 

① 通報内容及び改善提案 

防災点検パトロール記録（様式１）により報告願います。 

② 通報時期 

損傷状況確認後速やかに通報して下さい。 

③  通報手段 

  防災点検パトロール記録（様式１）に記入し、１部（正）を土木事務所、１部（副）を事務局へ提出して

ください。（副）は写真等添付の書類を省略したものでかまいません。 

緊急の場合は予め電話・ＦＡＸで通報いただき、その後書面で提出願います。 

 

４．事務局への報告 

(1)  出勤の連絡及び活動報告 

防災モニター活動は自主的に行って下さい。施設管理者の要請があった時に限って事務局より活動要請を

します。いずれの場合も事務局への報告は必要ありません。 
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(2) 活動の記録等 

活動の都度提出いただいた「防災点検パトロール記録」の「副」がそのまま活動記録として  保管さ

れ事務局がこれをとりまとめします。 

 

５．研修等 

防災モニターは、原則として事務局が実施する研修等へ参加して下さい。また、事務局は活動に必要とな

る防災関係情報を提供いたします。 

 

６．その他 

他のボランティア団体と重複登録されている方は、どのボランティア団体活動なのかを明確にして活動し

て下さい。活動中に事故等が生じたときは、速やかに事務局に連絡してください。 

 

〔３〕防災モニター事務局の業務 

１．岐阜県防災モニター事務局 

   【公益財団法人 岐阜県建設研究センター 企画部 企画研究課】 

     所在 〒503-0807 大垣市今宿６丁目５２番１８（ワークショップ２４ ４階） 

              TEL <0584> 81-1332  FAX <0584> 81-1352 

              E-mail kikaku@gifu.crcr.or.jp  

        【 同 飛騨支所】 

      所在 〒506-8688 高山市上岡本町 7-468（飛騨総合庁舎内） 

                 TEL〈0577〉33-1111（代）内線 453、436 

                                  FAX〈0577〉33-4385 

 

２．事務局の業務 

事務局は、次の業務を行います。 

(1) 登録及び登録の抹消 

(2) 施設管理者から活動要請があった場合の防災モニターへの活動要請 

(3) 防災モニターを活用する施設管理者との協定の締結 

(4) ボランティア活動保険の加入及び保険加入料の支弁 

(5) 名簿の作成・保管、並びに作成した名簿の防災モニター及び施設管理への提供 

(6) 活動記録の整理・保管 

(7) 研修等の実施 

(8) その他、防災モニターへの防災関係情報の提供等、防災モニターの活動支援に関すること 

 

３．施設管理者への要請 

事務局は、防災モニターの活動が円滑に行えるよう施設管理者に次のことを要請していきます。 

(1) 防災モニターの活動に当たっての支援及び研修等に当たっての援助 

(2) その他、防災モニターの活動に際し必要と認められる事項 

 

〔４〕防災モニター活動に関わる補償 

防災モニターは全国社会福祉協議会を契約者とするボランティア活動保険に加入します。 
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§2. 岐阜県防災モニター設置要綱 

 

（目的） 

第１条 岐阜県内における公共土木施設の損傷や危険箇所の情報を迅速に収集、通報するボランティア活

動と行政との緊密な連携により事故の防止又は軽減を図る事を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要網において岐阜県防災モニター(以下「防災モニター」という。）とは、公共土木施設等の

整備や維持管理などについて専門的な知識・経験を持ち、ボランティアとして無報酬で公共土木施設等

の損傷情報の収集を行い、通報活動ができる者で、岐阜県防災モニター事務局（以下事務局という。）に

登録された者をいう。 

 

（登録の手続き） 

第３条 防災モニターとして登録しようとする者は、事務局に所定の手続きにより登録申請をするものと

する。登録内容を変更し、また取り消そうとする場合も同様とする。 

２ 事務局は登録申請を受け付け、防災モニターとして登録する。 

 

（登録の要件） 

第４条 前条第１項により防災モニターとして登録できる者は、岐阜県の公共土木施設等の整備や維持管

理などの建設行政に長年携わり、一定の知識・経験を有する者で、岐阜県内に在住あるいは勤務し、心

身ともに健康で自己協調して活動できる者であること。 

 

（登録の抹消） 

第５条 事務局では、防災モニターが次のいずれかに該当するときは、その登録を抹消し、その旨を本人

に通知することとする。 

(１)  防災モニターから登録抹消の申し出があったとき 

(２)  防災モニターが県内での活動が不可能となったとき 

(３)  その他、登録抹消すべき相当の理由が生じたとき 

 

（活動内容） 

第６条 防災モニターは、自主的に、あるいは事務局から要請があった時は、可能な範囲で活動対象とな

る公共土木施設等の損傷状況を当該施設管理者に通報する。 

 

（活動対象） 

第７条 防災モニターの活動対象は、事務局と防災モニター活動に関する協定を締結した施設管理者が管

理する公共土木施設とする。 

 

（代表） 

第 8条 防災モニターの事務局代表は公益財団法人岐阜県建設研究センターの理事長とする。 

 

（事務局の設置及び業務等） 

第 9条 事務局は公益財団法人岐阜県建設研究センターに置く。 

 ２ 事務局は次の業務を行う。 

（１） 登録及び登録の抹消 

（２） 施設管理者により活動要請があった場合、防災モニターへ活動要請を行う 
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（３） 防災モニターを活用する施設管理者との協定の締結 

（４） 「ボランティア活動保険」に関すること 

（５） その他、防災モニターの活動の支援に関すること 

 

（その他） 

第 10条 この要網に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要網は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

平成２５年 ４月 １日一部改正 
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(様式１）

 事務所 様

防災点検パトロール記録 ／

～

迄

市 町

群 村

号 ～ 区間

線 ～ 区間

線 ～ 区間

川 ～ 区間

・ ・

※ 土木事務所で記入する。

時 分

時 分

実施者氏名 （ 地区 ）
岐阜・西濃・中
濃・東濃・飛騨 氏名：

運転者

実施個所

主要地方道

国　　　道

県　　　道

午前・午後

午前・午後

　 事務所 管内

　

所 見 損 傷 状 況

実施年月日 令和 年 月 日 実施時刻

提 案 事 項

地内

（左・右岸）

一級  河川

確認年月日： 令和　年　月　日

処理事項等

防災モニター
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(様式１-1）

写真等貼付け欄

防災モニター
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活
動
地
区
別

 

  

岐
阜
県
防
災
モ
ニ
タ
ー
登
録
者
名
簿

 
   

令
和
７
年
５
月
３
０
日

 

  

取
扱
注
意
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は
 
 
じ

 
 
め

 
 
に

 

 こ
の
名
簿
は
、
岐
阜
県
防
災
モ
ニ
タ
ー
の
方
々
の
氏
名
、
連
絡
先
、
活
動
可
能
地
区
等
の
デ
ー
タ
を
登
録
者
地
区
別
に
編
集
し
た
も
の
で
す
。
 

令
和
７
年
５
月
３
０
日
現
在
の
登
録
デ
ー
タ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
施
設
管
理
者
の
皆
様
は
、
担
当
地
区
で
活
動
さ
れ
る
防
災
モ
ニ
タ
ー
の
方
の
把
握
に
の
み
、
こ

の
名
簿
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

令
和
７
年
５
月
３
０
日

 

 岐
阜
県
防
災
モ
ニ
タ
ー
事
務
局

 

公
益
財
団
法
人

 
岐
阜
県
建
設
研
究
セ
ン
タ
ー

 
企
画
部

 

〒
5
0
3
-
0
8
0
7

 
大
垣
市
今
宿
６
丁
目
５
２
番
地
１
８

 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
２
４

 
４
階

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
 
0
5
8
4
-
8
1
-
1
3
3
2

 

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
 
0
5
8
4
-
8
1
-
1
3
5
2

 

取
扱
注
意
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令
和

７
年

度
岐

 
阜

 
県

 
防

 
災

 
モ

 
ニ

 
タ

 
ー

連
 
絡

 
網

モ
ニ

タ
ー

会
員

全
体

：

◎
代

　
表

和
田

　
義

則

○
副

代
表

榊
原

　
数

晴

副
代

表
関

谷
　

行
正

顧
　

問
水

野
　

幸
雄

監
　

事
岩

田
　

勝
之

監
　

事
川

田
　

宏

□
岐

阜
地

区
（

）

委
 
員

 
長

 
・

・
関

谷
　

行
正

副
委

員
長

 
・

・
信

田
　

亘

□
西

濃
地

区
（

）

委
 
員

 
長

 
・

・
 
原

　
　

博

副
委

員
長

 
・

・
竹

林
　

和
俊

□
中

濃
地

区
（

）

委
 
員

 
長

 
・

・
飯

島
　

昭
憲

副
委

員
長

 
・

・
 
種

 
　

康
雄

□
東

濃
地

区
（

）

委
 
員

 
長

 
・

・
 
原

 
　

俊
則

副
委

員
長

 
・

・
武

藤
　

良
幸

□
飛

騨
地

区
（

）

委
 
員

 
長

 
・

・
熊

崎
　

伸
之

・
・

・ 7
人

防
災

モ
ニ

タ
ー

6
人

副
委

員
長

副
委

員
長

副
委

員
長

副
委

員
長

8
人

地
区

委
員

地
区

委
員

地
区

委
員

地
区

委
員

地
区

委
員

1
7
人

・
・

・

岐 阜 地 区

西 濃 地 区

中 濃 地 区

東 濃 地 区

飛 騨 地 区

・
・

・

・
・

・ 2
3
人

委
員

長
委

員
長

委
員

長
委

員
長

委
員

長

・
・

・

・
・

・

代
　

表
事

務
局

（
公

財
）

岐
阜

県
建

設
研

究
セ

ン
タ

ー
 
企

画
部

副
代

表
6
1
人
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